
例えば、①果樹経営支援対策事業、➁果樹未収益期間支援事業を活用すると・・・

① 慣行樹形で栗への改植を実施 ⇒ １７万円／１０アール（新植の場合１５万円）

➁ 未収益期間支援 ⇒ ５.５万円／１０アール×改植・新植の翌年から４年分（最大）＝２２万円／１０アール

①と②あわせて・・・３９万円／１０アールの支援を受けられます！

※この支援事業は実施初年度のみ交付される事業となります。

事業の説明会を以下の日程で開催します！

【開催日】令和６年７月１０日（水）

【場 所】１０：００～ 本所大ホール

１３：００～ 益城支所会議室

１５：００～ 第３営農センター会議室

事業を活用したい方はどなたでもお越しください。

お問い合わせは各営農センターへ

第１営農センター ０９６－２３４－１１５６

第２営農センター ０９６－２８６－９２５０


